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○福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例 

昭和47年４月１日 

条例第55号 

改正 昭和51年４月１日条例第33号 

昭和62年３月９日条例第32号 

平成２年３月29日条例第24号 

平成８年12月19日条例第51号 

平成10年12月28日条例第51号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，駐車場法（昭和32年法律第106号。以下「法」という。）

第20条から第20条の３までの規定に基づき，建築物に駐車施設を附置すべき

地区，駐車施設を附置すべき建築物の規模等について定めるものとする。 

（地区の指定） 

第２条 法第20条第２項の規定に基づき，駐車場整備地区又は商業地域若しく

は近隣商業地域（以下「駐車場整備地区等」という。）の周辺の都市計画区

域内の地域内で条例で定める地区は，駐車場整備地区等に接続する500メート

ル以内の区域で市長が指定する区域（以下「周辺地区」という。）とする。 

２ 法第20条第２項の規定に基づき，周辺地域及び駐車場整備地区等以外の都

市計画区域内の地域であつて自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内又

は自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区は，

幅員15メートル以上の道路の境界線から当該道路の両側へそれぞれ100メー

トル以内の区域で，市長が指定する区域（以下「自動車ふくそう地区」とい

う。）とする。 

３ 市長は，前２項の規定に基づき周辺地区又は自動車ふくそう地区を指定す

る場合には，その旨を告示しなければならない。 

（駐車施設の附置） 

第３条 次の表の（あ）欄に掲げる地区又は地域内において，（い）欄に掲げ
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る用途に供する建築物であつて（う）欄に掲げる規模のものを新築しようと

する者は，（え）欄により算定した台数以上の自動車を収容することができ

る駐車施設を建築物又は建築物の敷地内に設けなければならない。ただし，

駐車場整備地区等における鉄道の駅（都市計画の決定がされているものを含

む。）の乗降客用出入口から150メートル以内の区域にある建築物及び義務教

育諸学校その他規則で定めるものの用に供する建築物で，市長が特に認める

ものについては，この限りでない。 

（あ） （い） （う） （え） 

地区又は

地域 

建築物の用途 建築物の規模 駐車施設の規模 

駐車場整

備地区等 

建築物の全部又は

一部を特定用途に

供するもの 

特定用途に供する部分

（以下「特定部分」とい

う。）の延べ面積（駐車

施設の用途に供する部

分の床面積の合計を除

き，観覧場にあつては屋

外観覧席の部分の面積

を含む。以下同じ。）と

特定用途以外の用途（以

下「非特定用途」とい

う。）に供する部分（以

下「非特定部分」とい

う。）の延べ面積に4分

の3を乗じて得た面積と

の合計の面積が1,500平

方メートルを超えるも

の 

延べ面積が1,500平方メー

トルを超える部分の面積

に対してA平方メートル

までごとに1台 
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建築物の全部を非

特定用途に供する

もの 

延べ面積が2,000平方メ

ートルを超えるもの 

延べ面積が2,000平方メー

トルを超える部分の面積

に対して450平方メート

ルまでごとに1台 

周辺地区

又は自動

車ふくそ

う地区 

建築物の全部又は

一部を特定用途に

供するもの 

特定部分の延べ面積が

2,000平方メートルを超

えるもの 

特定部分の延べ面積が

2,000平方メートルを超え

る部分の面積に対して

300平方メートルまでご

とに1台 

備考 （え）欄に規定するAは，次の式により算定して得た数値とする。 

A＝300＋ ×150 

２ 前項の表の（あ）欄に掲げる地区又は地域内において，（う）欄に掲げる

規模の建築物又は増築をし，若しくは特定部分の延べ面積の増加を伴う建築

物の部分の用途の変更（以下「用途変更」という。）のための建築基準法（昭

和25年法律第201号）第２条第14号に規定する大規模の修繕若しくは同条第

15号に規定する大規模の模様替（以下「大規模の修繕等」という。）をする

ことにより当該規模となる建築物について，増築又は特定部分の延べ面積の

増加を伴う用途変更のための大規模の修繕等をしようとする者は，第１号に

掲げる台数から第２号に掲げる台数を減じて得た台数以上の自動車を収容す

ることができる駐車施設を当該増築又は大規模の修繕等をした後の建築物又

は建築物の敷地内に設けなければならない。この場合においては，前項ただ

し書の規定を準用する。 

(1) 増築又は大規模の修繕等をした後の建築物を新築したものとみなして前

項の規定を適用した場合に設けなければならないこととなる駐車施設に収

容すべき自動車の台数 

(2) 増築若しくは大規模の修繕等をする前の建築物を新築したものとみなし

て前項の規定を適用した場合に設けなければならないこととなる駐車施設
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に収容すべき自動車の台数又は増築若しくは大規模の修繕等をする前の建

築物についてこの条例の規定により設けなければならなかつた駐車施設に

収容すべき自動車の台数のいずれか多い台数 

（昭和51条例33・昭和62条例32・平成２条例24・平成８条例51・一部

改正） 

（荷さばきのための駐車施設の附置） 

第４条 駐車場整備地区内において，次の表の（あ）欄に掲げる用途に供する

建築物であつて（い）欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は，（う）

欄により算定した台数以上の自動車を収容することができる荷さばきのため

の駐車施設を建築物又は建築物の敷地内に設けなければならない。 

（あ） （い） （う） 

建築物の用途 建築物の規模 駐車施設の規模 

建築物の全部又は一部

を特定用途に供するも

の 

特定部分の延べ面積が

2,000平方メートルを超え

るもの 

特定部分の延べ面積に対して

6,000平方メートルまでごと

に1台 

２ 駐車場整備地区内において，前項の表の（い）欄に掲げる規模の建築物又

は増築をし，若しくは特定部分の延べ面積の増加を伴う用途変更のための大

規模の修繕等をすることにより当該規模となる建築物について，増築又は特

定部分の延べ面積の増加を伴う用途変更のための大規模の修繕等をしようと

する者は，第１号に掲げる台数から第２号に掲げる台数を減じて得た台数以

上の自動車を収容することができる荷さばきのための駐車施設を当該増築又

は大規模の修繕等をした後の建築物又は建築物の敷地内に設けなければなら

ない。 

(1) 増築又は大規模の修繕等をした後の建築物を新築したものとみなして前

項の規定を適用した場合に設けなければならないこととなる荷さばきのた

めの駐車施設に収容すべき自動車の台数 

(2) 増築若しくは大規模の修繕等をする前の建築物を新築したものとみなし
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て前項の規定を適用した場合に設けなければならないこととなる荷さばき

のための駐車施設に収容すべき自動車の台数又は増築若しくは大規模の修

繕等をする前の建築物についてこの条例の規定により設けなければならな

かつた荷さばきのための駐車施設に収容すべき自動車の台数のいずれか多

い台数 

（平成８条例51・全改） 

（自動車の台数に関する取扱い） 

第５条 前条の規定により設けなければならない荷さばきのための駐車施設に

収容すべき自動車の台数は，第３条の規定により設けなければならない駐車

施設に収容すべき自動車の台数に含めることができる。 

（平成８条例51・全改） 

（建築物が地区又は地域の内外にわたる場合） 

第６条 建築物の敷地が駐車場整備地区等，周辺地区及び自動車ふくそう地区

又はこれら以外の地域の２以上の地区又は地域にわたるときは，当該敷地の

うち最も大きな面積を占める部分が属する地区又は地域に当該建築物がある

ものとみなして第３条及び第４条の規定を適用する。 

（平成２条例24・平成８条例51・一部改正） 

（駐車施設の規模及び構造） 

第７条 第３条の規定により設けなければならない駐車施設のうち駐車の用に

供する部分の規模は，駐車台数１台につき，幅2.3メートル以上，奥行５メー

トル以上であり，自動車を安全に駐車させ，かつ，円滑に出入りさせること

ができるものでなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，前項の駐車施設に収容すべき自動車の台数に10

分の３を乗じて得た数以上の台数に係る駐車の用に供する部分の規模は，駐

車台数１台につき，幅2.5メートル以上，奥行5.5メートル以上としなければな

らない。 

３ 第３条の規定により駐車施設を設けなければならない建築物のうち規則で
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定めるものについては，当該建築物の駐車施設に収容すべき自動車の台数の

うち次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める台数以上の台数に係る駐

車の用に供する部分を車いす利用者のための駐車の用に供する部分とするも

のとし，その幅は，前２項の規定にかかわらず，駐車台数１台につき，3.5メ

ートル以上としなければならない。 

(1) 当該建築物を新築しようとする場合 当該建築物の駐車施設に収容すべ

き自動車の台数に100分の１を乗じて得た台数（当該台数に１未満の端数が

あるときは，当該端数を切り上げて得た台数） 

(2) 当該建築物について増築又は大規模の修繕等をしようとする場合 規則

で定める台数 

４ 第４条の規定により設けなければならない荷さばきのための駐車施設のう

ち駐車の用に供する部分の規模は，駐車台数１台につき，幅３メートル以上，

奥行7.7メートル以上，有効高さ３メートル以上であり，自動車を安全に駐車

させ，かつ，円滑に出入りさせることができるものでなければならない。た

だし，当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場

合においては，この限りでない。 

５ 前各項に規定する駐車施設の構造その他の技術的基準は，規則で定める。 

６ 前各項の規定は，特殊な装置を用いる駐車施設で，市長が前項に規定する

駐車施設の規模，構造，設備等と同等以上の効果があると認めた場合におい

ては適用しない。 

（昭和51条例33・平成８条例51・平成10条例51・一部改正） 

（駐車施設の附置場所等の特例） 

第８条 第３条の規定により設けなければならない駐車施設について，市長が

当該建築物の構造又は敷地の位置により当該建築物又は当該建築物の敷地内

に設けることが著しく困難又は不適当と認めて承認した場合は，同条の規定

にかかわらず，当該建築物の敷地からおおむね300メートル以内の場所に当該

駐車施設を設けることができる。 
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２ 共同で荷さばきを行うための駐車施設を計画的に整備し，及び活用するこ

とその他の代替措置が第４条の規定により設けなければならない荷さばきの

ための駐車施設の整備と同等以上の効果があると市長が認めて承認した場合

は，同条の規定にかかわらず，当該駐車施設を設けず，若しくは当該駐車施

設に収容すべき自動車の台数を減じ，又は建築物及び建築物の敷地外に当該

駐車施設若しくは収容すべき自動車の台数を減じた当該駐車施設を設けるこ

とができる。 

３ 前２項の規定による承認を受けようとする者は，規則で定めるところによ

り市長に申請しなければならない。 

（平成８条例51・一部改正） 

（適用の除外） 

第９条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物を新築し，増築し，又は用途

変更をしようとする者に対しては，この条例の規定は適用しない。 

２ この条例の施行後新たに駐車場整備地区等，周辺地区又は自動車ふくそう

地区に指定された地域内において，当該地区又は地域に指定された日から起

算して６月以内に建築物の新築，増築又は用途変更の工事に着手した者につ

いては，第３条及び第４条の規定にかかわらず，当該地区又は地域の指定前

の例による。 

（平成８条例51・一部改正） 

（駐車施設の管理） 

第10条 第３条，第４条及び第８条の規定により設けられた駐車施設の所有者

又は管理者は，当該駐車施設をその設置の目的に適合するように維持し，管

理しなければならない。 

（平成８条例51・一部改正） 

（立入検査） 

第11条 市長は，この条例を施行するため必要な限度において，建築物若しく

は駐車施設の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め，又
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は部下の職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り，検査をさせること

ができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，

関係人の請求があつたときは，これを提示しなければならない。 

（措置命令） 

第12条 市長は，第３条，第４条，第７条，第８条及び第10条の規定に違反し

た者に対して，相当の期間を定めて，駐車施設の附置，原状回復，使用禁止，

使用制限その他当該違反を是正するために必要な措置を命じることができる。 

（平成８条例51・一部改正） 

（罰則） 

第13条 前条の規定に基づく市長の命令に違反した者は，50万円以下の罰金に

処する。 

２ 第11条第１項の規定に基づく報告若しくは資料の提出をせず，若しくは虚

偽の報告若しくは資料の提出をし，又は職員の立入検査を拒み，妨げ，若し

くは忌避した者は，20万円以下の罰金に処する。 

（平成８条例51・一部改正） 

（両罰規定） 

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，

その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは，行為

者を罰するほか，その法人又は人に対しても同条の刑を科する。 

（平成８条例51・一部改正） 

（委任） 

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例の施行期日は，規則で定める。 

（昭和47年規則第52号で昭和47年４月１日から施行） 
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（経過措置） 

２ この条例の施行の日から起算して６月を経過する日までに新築，増築又は

用途変更の工事に着手した建築物については，福岡県駐車場条例（昭和39年

福岡県条例第56号）の例によるものとする。 

３ 建築基準法の一部を改正する法律（昭和45年法律第109号。以下「改正法」

という。）の施行の日から起算して３年を経過する日（その日前に改正法附

則第13項の規定による改正後の都市計画法（昭和43年法律第100号）第２章の

規定により，本市の都市計画区域について，用途地域に関する都市計画が決

定されたときは，同法第20条第１項の規定による告示があつた日）までの間

は，この条例の規定中「商業地域若しくは近隣商業地域」，「商業地域又は

近隣商業地域」，「商業地域，近隣商業地域」及び「商業地域及び近隣商業

地域」とあるのは「商業地域」と読み替えて，この条例の規定を適用するも

のとする。 

附 則（昭和51年４月１日条例第33号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（昭和62年３月９日条例第32号） 

この条例は，昭和62年４月１日から施行する。 

附 則（平成２年３月29日条例第24号） 

この条例は，平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年12月19日条例第51号） 

この条例は，平成９年７月１日から施行する。 

附 則（平成10年12月28日条例第51号） 

この条例は，平成11年４月１日から施行する。 

 


